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【身体拘束等の適正化に関する基本的考え方】

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むもの

です。当法人では、 いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に

正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識

をもち、 身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(1)身体拘束廃止の規定

サービス提供にあたっては、 当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁

止しています。

(2)緊急・ やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアを

提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある

場合は、 必要最低限の身体拘束を行う事があります。

①切迫性••利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性

が著しく高いこと。

②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。












